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１ 地域福祉とは 

「地域福祉」とは、だれもが安心して暮らせるよう、町民や事業者、関係機関・団体、

行政が互いに協力して地域生活課題の解決に取り組む考え方です。また、高齢者、障がい

者、子ども等の分野ごとの制度ではなく、「地域」という視点で捉え、包括的に必要な支援

を行っていくものです。 

平成30（2018）年４月に施行された改正社会福祉法では、地域住民、社会福祉を目的と

する事業を運営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、本人とその属する世帯全体

に着目し、福祉、介護、保健医療に限らない、地域生活課題を把握するとともに、地域生

活課題の解決に資する支援を行う関係機関と連携し、課題の解決を図っていくことが規定

されています。生活課題や地域課題の解決に向けて、自助、共助、互助、公助の考えに基

づいて、上牧町や近隣の町民、事業者、関係機関・団体、行政のそれぞれが役割を果たし、

連携して取り組んでいくことが必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画策定にあたって 

第 １ 章 

〔 具体的には 〕 

・自分自身による努力 
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自助努力 
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・介護保険事業所の 

サービスの充実 

・年金制度 

・健康保険制度 

など 

社会福祉法人、 

事業所などによる 

介護保険などの 

社会保障による支援 

共助 

社会全体の 
支えあい 
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・隣近所や友人・知人 

との助けあいや支えあい 

・地域における見守り 

活動 
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福祉活動の推進 

・行政区活動の推進 
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助けあいや支えあい 

互助 

地域における 

相互扶助や 

地域活動・ 

ボランティア 

〔 具体的には 〕 

・生活保護制度 

・生活困窮者自立支援 

・災害時の救援活動・ 

避難所開設 

など 

行政でなければ 
できないことは 
行政が行う 

公的な制度としての 

保健、福祉、その他の 

関連する施策の実施 

公助 
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２ 計画策定の背景・趣旨 

（１）計画策定の背景 

私たちの生活を取り巻く社会情勢は、少子高齢化の進行や人口減少、単身世帯の増加、

親族・地域関係の変化などにより、移り変わっています。本町においても、地縁による自

然発生的な支え合い機能が低下する一方で、ひきこもりや生活困窮、家族の世話を担うヤ

ングケアラー、さらには社会的な孤立といった、既存の窓口だけでは対応しきれない複雑

な課題が見られるようになっています。 

国においては、こうした「制度の谷間」にある課題や、高齢者・障がい者・子どもとい

った「属性」を問わず、住民一人ひとりが役割を持ち、支え合いながら共に生きていく「地

域共生社会」の実現を進めています。平成30（2018）年の改正社会福祉法では、自治体に

対し、住民の困りごとをまるごと受け止める「包括的な支援体制」を整えることが求めら

れるようになりました。さらに令和２（2020）年の法改正では、相談支援や地域づくりを

一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設され、各地域で検討が進められています。

これは、これまでの「高齢」「障がい」「子ども」といった対象別の支援を維持しつつ、そ

れらが複雑に絡み合った課題に対しても柔軟に対応できるしくみを作るものです。 

また、近年の法整備は、だれもが自分らしく地域で暮らし続けられるしくみを作る方向

へと進んでいます。令和５（2023）年施行の「こども基本法」では、すべての子どもが健

やかに育つ権利を保障し、令和６（2024）年施行の「孤独・孤立対策推進法」では、孤独

を社会全体で防ぐべき課題として位置づけました。加えて「認知症基本法」の施行や「障

害者差別解消法」の改正など多様な個性を認め合い、だれもが排除されない社会づくりに

向けた法的基盤が整ってきました。 

 

（２）上牧町における地域福祉に関するこれまでの取組 

本町における地域福祉の推進は、町と社会福祉協議会が、それぞれの目的や役割に基づ

き、段階的に取り組んできました。 

町においては、平成28（2016）年３月に初めて「上牧町地域福祉計画」を策定し、「人

と人とが手を取り合い、支え合い安心して暮らせるまちづくり」を基本理念に掲げ、福祉

の基盤整備を進めてきました。一方、社会福祉協議会においては、地域福祉推進の具体的

な実施計画である「上牧町地域福祉活動計画－マッキーアクションプラン－」を平成25

（2013）年３月に策定しました。その後、平成28（2016）年３月には、地域福祉をめぐる

新たな課題に対応するため、内容の見直しを行った「第２次上牧町地域福祉活動計画－マ

ッキーアクションプラン－」を策定しました。 

これまで行政の役割（公助）と住民・社協の活動（共助）を別々の計画で整理してきま

したが、地域共生社会の実現に向けては、地域住民と行政、地域福祉を担う関係団体・事業

者等がより一層連携・協働する地域福祉のしくみづくりが必要でした。  
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これを受け、令和３（2021）年度からは、町が策定する「地域福祉計画」と、社会福祉

協議会が策定する「地域福祉活動計画」を一つにまとめ、「上牧町地域福祉計画及び地域

福祉活動計画」として一体的に策定いたしました。 

令和３（2021）年度より開始した一体的な取組により、行政の専門的な相談機能と住民

のネットワークが連動し、見守り活動の促進など進めてきました。しかし、近年では新型

コロナウイルス感染症の影響により地域活動が制限され、孤独・孤立の問題が深刻化する

など、新たな課題も明らかになりました。 

本計画は、令和３（2021）年度からの一体的策定の取組を継続し、コロナ禍で再認識さ

れた「人とのつながり」の重要性をあらためて据え、次なる５年間の指針として「第２次

上牧町地域福祉計画及び地域福祉活動計画」を策定するものです。 
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３ 計画の位置づけ   

（１）本計画の性格と一体的策定の趣旨 

本計画は、社会福祉法第107条に基づき町が策定する「地域福祉計画」と、上牧町社会福

祉協議会が住民自治の視点から策定する「地域福祉活動計画」を統合したものです。町が

策定する計画は、住民、福祉事業者、関係機関、行政が協力して進めていくための指針で

あり、「地域の助けあいによる地域福祉」を推進するための「理念」や「しくみ」を構築

する、公民の協働による計画です。 

一方、社会福祉協議会が策定する計画は、住民やボランティア、福祉事業者が互いに協

力して作成する、住民などの民間主体による自主的・自発的な「行動計画」です。 

本計画では、この両計画を一体的に策定する取組を継続し、第２次計画として位置付け

ます。これにより、町と社会福祉協議会がそれぞれの立場で役割を担いながら、相互に連

携・補完し、補強し合う体制を強化します。行政の施策指針と民間による具体的な活動指

針を一元化することにより、地域住民が安心して暮らせるしくみづくりを進め、多様な社

会的課題に対応していくことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地域の助けあいによる 

地域福祉」を推進するための 

 

「理念」「しくみ」 

公民の協働による計画 

地域福祉を推進するための 

住民などの民間主体の 

自主的・自発的な 

「行動計画」 

民間相互の 

協働による計画 

地域福祉の理念の共有 

役割分担、相互連携、補完、補強 

地域福祉計画 

（上牧町が策定） 

地域福祉活動計画 

（上牧町社会福祉協議会が策定） 
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（２）関連計画との関係 

本計画は、「上牧町総合計画」を上位計画とした個別計画であり、地域福祉を推進するた

めの目標を定め、取組を体系化する基本計画としての性格を持つものです。 

また、支援を必要とする対象者ごとに策定された各計画に共通する地域福祉推進のため

の理念を相互につなぐとともに、各計画の施策が地域において、より効果的に展開される

ことを推進する役割を担います。 
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社会福祉協議会 

地 域 福 祉 計 画 ・ 地 域 福 祉 活 動 計 画 

上 牧 町 総 合 計 画 

介
護
保
険
事
業
計
画 

・
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

障
が
い
者
計
画
・
障
が
い
福
祉
計
画 

・
障
が
い
児
福
祉
計
画 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画 

そ
の
他
、
関
連
計
画 

地域住民等の参加（参加・評価、地域福祉活動の担い手） 

地域福祉分野に関する関連施策を総合的に推進 社会福祉協議会は、社会福祉法
第 109 条により、「区域内にお
いて地域福祉の推進を図るこ
とを目的とする団体であり、次
の事業を行う。」（略） 

１ 社会福祉を目的とする事業
の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への
住民参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業
に関する調査、普及、宣伝、
連絡、調整及び助成 

４ 前三号に掲げる事業のほ
か、社会福祉を目的とする
事業の健全な発達を図るた
めに必要な事業 
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４ 計画期間   

計画の期間は、令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とします。 

ただし、国、県等の動向を踏まえて、また、社会状況の変化や関連計画との調整を考慮

して、必要に応じて見直しを行います。 

 

計画期間 

令和７
（2025）年 

令和８ 
（2026）年 

令和９ 
（2027）年 

令和10 
（2028）年 

令和11 
（2029）年 

令和12 
（2030）年 

令和13 
（2031）年 

       

 

 

 

５ 計画の策定体制   

（１）上牧町地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会での審議 

本計画の策定にあたっては、住民、学識経験者、関係機関の代表者、各種団体の代表者、

民間事業者の代表者等で構成する「上牧町地域福祉計画及び上牧町地域福祉活動計画策定

委員会」において計画について審議を行いました。 

 

（２）地域福祉に関するアンケート調査の実施 

本計画の策定に先立ち、住民の地域福祉に関する意識や生活課題を把握するため、18歳

以上の住民2,000人を対象に「上牧町 地域福祉に関するアンケート調査」を実施し、住民

の地域福祉に関する意識や活動の実態などについて把握しました。 

また、町内の地域福祉にかかる関係団体を対象にヒアリング調査を実施し、地域福祉活

動における問題点や課題などについて把握しました。 

 

（３）地区会議の実施 

地域福祉の推進は、多様な人・団体・組織が参画し、より身近な自治会区での活動を丁

寧に行っていくことが大切であることから、自治会区で普段気になっていることや取り組

んでいることを共有し、今後の５年間について考えていくことを目的に地区会議を実施し

ました。地区会議は、葛城台、アーバン、新町、ささゆり台の４地区と上牧町のこれから

を担う若者として、高校生、大学生に協力をお願いし実施しました。  

第２次上牧町地域福祉計画及び 
地域福祉活動計画             

第１次計画 次期計画 
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（４）上牧町地域福祉庁内検討会議での協議 

高齢者、障がい者、子ども及び生活困窮者などの多世代を横断する複合的かつ複雑化し

た地域福祉課題に対して、関係各課及び関係機関協働のもと、柔軟に対応し解決していく

ため、上牧町地域福祉庁内検討会議（「庁内検討会議」という。）を設け、福祉関係各課

の代表により会議を行いました。 

庁内検討会議では、福祉諸制度・施策の共有化を行い、事例検討やさらなる包括的な相

談支援体制の強化を図りました。 

 

開催回 開催日 協議事項 

第１回 令和７（2025）年 10 月 20 日 
包括的な相談支援体制の強化に向けて 

（各課の課題や対応状況） 

第２回 令和８（2026）年１月 19 日 次期計画の取組内容及び連携体制について 

 

（５）パブリックコメントの実施 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
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１ 上牧町の現状  

（１）人口等の状況 

① 年齢３区分別人口の推移 

本町の総人口は、令和７（2025）年で20,596人となっています。０～14歳、15～64歳の

人口は年々減少していますが、一方で65歳以上の人口は横ばいで推移しています。 

年齢３区分別人口の割合の推移は、65歳以上が占める割合が令和７（2025）年で36.5％

と、令和２（2020）年に比べ2.6ポイント増加しています。一方、15～64歳が占める割合、

０～14歳が占める割合は年々減少しています。 

 

総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：上牧町住民基本台帳（各年９月末現在） 

年齢３区分別人口の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：上牧町住民基本台帳（各年９月末現在）  

第 ２ 章 
上牧町を取り巻く現状 

2,194 2,137 2,057 1,979 1,931 1,870 

12,442 12,293 12,100 11,901 11,717 11,209 

7,519 7,516 7,531 7,513 7,521 7,517 

22,155 21,946 21,688 21,393 21,169 20,596 
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（％）
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② 世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

本町の一般世帯数は、平成27（2010）年に減少しましたが、令和２（2020）年に8,534世

帯と増加しています。 

１世帯当たり人員は減少し、令和２（2020）年は１世帯当たり2.5人で平成７（1995）年

の3.3人から0.8人減となっています。 

 

世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

 

③ 世帯類型別構成比 

令和２（2020）年の世帯類型別構成比をみると、単独世帯が24.4％となっており、全国、

奈良県の割合を下回っています。 

 

世帯類型別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２（2020）年国勢調査  
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④ 出生数・出生率の推移 

出生数、人口千人当たりの出生率ともに横ばいで推移しており、令和５（2023）年度で

出生数が99人、出生率が4.7人となっています。本町の出生率は、全国平均、奈良県平均を

下回っています。 

 

出生数・出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 
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⑤ 子どもがいる世帯の状況 

令和２（2020）年には、６歳未満の子どもがいる世帯は518世帯、18歳未満の子どもがい

る世帯は1,634世帯となっています。 

平成12（2000）年からの推移をみると、減少傾向にあり、６歳未満の子どもがいる世帯

は20年の間で半数以下となっています。 

ひとり親世帯数は、平成12（2000）年以降、増加傾向にありましたが、子どもがいる世

帯数の減少に伴って平成27（2015）年には減少に転じています。一方で、子どもがいる世

帯数に対する割合は上昇しており、令和２（2020）年には10.5％がひとり親世帯となって

います。 

 

子どもがいる世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在）  
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⑥ 高齢者世帯の状況 

高齢者世帯は年々増加しており、令和２（2020）年では、ひとり暮らし高齢者世帯数が

1,217世帯、高齢者夫婦のみ世帯数が1,451世帯となっています。また、ひとり暮らし高齢

者世帯数は、令和２（2020）年は平成17（2005）年と比べると約2.5倍、高齢者夫婦のみ世

帯数が約2.6倍となっています。 

 

高齢者世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高齢者夫婦のみ世帯：夫婦とも 65 歳以上の夫婦１組のみの一般世帯 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

 

⑦ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、令和元（2019）年以降増加傾向にあり、令和６（2024）年

で1,481人となっています。内訳をみると、要支援２、要介護２、３で増加傾向であり、令

和元（2019）年に比べ令和６（2024）年では要支援２は1.7倍、要介護２は1.2倍、要介護

３は約1.6倍となっています。 

 

要支援・要介護認定者数の推移 
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資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 
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⑧ 障害者手帳所持者数の推移 

障害者手帳所持者数は、令和６（2024）年度で1,550人となっており、精神障害者保健福

祉手帳、療育手帳は年々増加しています。 

 

障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料（各年度末現在） 

 

⑨ 外国人登録者数の推移 

外国人登録者数の推移をみると、近年増加傾向にあり、令和７（2025）年には327人とな

っています。 

 

外国人登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 
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⑩ 将来人口の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」によると、町の人口は

今後も減少を続け、10年後の令和17（2035）年には17,946人、20年後の令和27（2045）年

には14,937人となり、その後も人口減少が予測されています。 

また、年齢３区分別では、15～64歳人口（生産年齢人口）の減少に伴う高齢化率の上昇

が見込まれており、令和17（2035）年には47.2％、20年後の令和27（2045）年には54.9％

と高齢者が半数を超えると予測されています。 

 

年齢３区分別人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日本の地域別将来推計人口 

 

年齢３区分別人口割合の推計 
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２ アンケート調査の主な結果  

本調査は、計画を策定するにあたり、住民の意見を伺い、基礎資料を得ることを目的と

して実施したものです。 

 

（１）調査方法 

調査対象者 町在住の 18 歳以上の人 

抽出方法・人数 無作為により 2,000 人を抽出 

調査票の配布・回収 郵送配付・郵送回収及び WEB 回答 

調査期間 令和７（2025）年８月～令和７（2025）年９月 

 

（２）回収結果 

配布数 回収数 回収率 

2,000 件 1,095 件 54.8％ 
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（３）アンケート調査の結果（抜粋） 

① 地域での交流の機会の充実について 

問 あなたは日常生活のなかで、どのようなときに楽しさや生きがいを感じますか。 

（○はいくつでも） 

「家族と過ごしているとき」の割合が 66.8％と最も高く、次いで「趣味やスポーツをしている

とき」の割合が 58.7％、「友人などと交流しているとき」の割合が 56.8％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、地域とのつながりはあると思いますか。（○は１つ） 

「つながりはあると思う」の割合が 50.6％、「つながりはないと思う」の割合が 25.6％となっ

ています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）
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趣味やスポーツをしているとき

友人などと交流しているとき
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地域の活動に参加しているとき

その他

特に楽しさや生きがいを感じることはない

無回答
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問 あなたは、隣近所の人とどのようなおつきあいをしていますか。（○は１つ） 

「あいさつをする程度の人はいる」の割合が 41.9％と最も高く、次いで「世間話をする程度の

人がいる」の割合が 34.2％、「ほとんど近所づきあいはない」の割合が 14.0％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、現在の隣近所とのつきあいに満足していますか。（○は１つ） 

「満足している」「やや満足している」を合わせた“満足している”の割合が 69.7％、「やや不

満である」「不満である」を合わせた“不満である”の割合が 9.2％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

どんなことでも相談し合える人がいる 世間話をする程度の人がいる

あいさつをする程度の人はいる ほとんど近所づきあいはない

無回答

回答者数 =

令和７年度調査 1,095

令和２年度調査 1,129
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② 地域の見守り体制の強化について 

問 お住まいの地域で、以下のことについてどの程度満足していますか。 

（ア～ケのそれぞれについて、○は１つずつ） 

『ア．あいさつなどの住民同士のふれ合い』で「満足」と「まあ満足」を合わせた“満足”が

高くなっています。一方、『ケ．地域で悩み事が相談できる場所』で「やや不満」と「不満」を合

わせた“不満”が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 まあ満足 ふつう やや不満 不満 わからない 無回答

回答者数 = 1,095

ア．あいさつなどの住民同士
　　のふれ合い

イ．日頃気軽に集まれる場所

ウ．まちの清掃活動

エ．子どもの登下校の見守り

オ．手助けが必要な方への見
　　守りや目配り

カ．地域のお祭りなどの行事

キ．地域の災害対策

ク．安全や治安への取り組み

ク．安全や治安への取り組み

ケ．地域で悩み事が相談でき
　　る場所
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32.0

35.3

44.1

44.1

45.8

32.0
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7.6

8.6

2.4

6.4

8.6

7.7

7.7

8.9

1.1

5.3

4.4

1.0

3.3

4.6

3.7

3.7

5.1

6.4

31.1

14.4

35.3
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3.2

3.5

2.9

4.8

3.8

3.8

4.3

4.1

4.1
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問 地域としての役割や地域の人が協力して取り組むことについて、どのようなことが

必要だと思いますか。（○は主なもの３つまで） 

「災害や防災対策」の割合が 56.1％と最も高く、次いで「安全や治安への取り組み」の割合が

38.0％、「高齢者への支援」の割合が 28.6％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、「生きがいづくり」「専門の相談窓口につなぐための支援」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

災害や防災対策

安全や治安への取り組み

高齢者への支援

ご近所同士のつながりづくり

見守り活動

教育や子育ての支援

専門の相談窓口につなぐための支援

生きがいづくり

障がいのある人への支援

世代間の交流

日常生活（買い物やゴミ出し等）のお手伝い

その他

特にない

無回答

56.1

38.0

28.6

23.1

14.3

12.4

11.9

9.3

9.0

8.9

7.7

0.7

5.5

4.8

58.8

40.3

30.7

－

17.8

12.5

27.1

15.1

13.4

10.0

9.7

1.0

6.3

2.6
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令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）
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問 ひきこもりの悩みを抱えている方などへの支援施策について検討していくためにお

聞きします。あなた又はあなたのご家族で、ひきこもりの状態にある方はいらっし

ゃいますか。（○は１つ） 

複数人いらっしゃる場合は、より長期の人について回答ください。（その方の年齢を

記入してください） 

「いる」の割合が 3.8％、「いない」の割合が 91.5％となっています。 

 

 

 

 

 

  

いる いない 無回答

回答者数 =

　 1,095 3.8 91.5 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③ 地域福祉を担う人材の育成と活動支援について 

問 地域として役割や地域の人が協力して取り組むことについて、あなた自身はどのよ

うなことに参加や手助けができると思いますか。（○は主なもの３つまで） 

「災害や防災対策」の割合が 29.6％と最も高く、次いで「ご近所同士のつながりづくり」の割

合が 22.6％、「見守り活動」の割合が 19.7％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、「日常生活（買い物やゴミ出し等）のお手伝い」「見守り活動」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

災害や防災対策

ご近所同士のつながりづくり

見守り活動

安全や治安への取り組み

日常生活（買い物やゴミ出し等）のお手伝い

高齢者への支援

世代間の交流

生きがいづくり

教育や子育ての支援

障がいのある人への支援

専門の相談窓口につなぐための支援

その他

参加や手助けすることは難しい

無回答

29.6

22.6

19.7

17.5

16.3

13.2

10.4

8.6

7.1

6.5

4.5

1.5

14.9

6.1

29.6

－

25.1

18.8

22.1

15.8

10.3

9.4

7.7

7.2

5.5

1.4

－

4.7

0 10 20 30 40

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）
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④ 活動者への支援の充実について 

問 これからの地域づくりと住民との関わりについて、あなたの考えに最も近いものは

どれですか。（○は１つ） 

「行政と地域住民などが相互に協力しあっていくべきだと思う」の割合が 51.5％と最も高く、

次いで「地域づくりは専門家や専門機関が主体的に行い、住民はそのお手伝いをするべきだと思

う」の割合が 18.4％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 安心して福祉サービスが利用できるしくみづくりについて 

問 あなたは、「福祉」に関心がありますか。（○は１つ） 

「関心がある」「ある程度関心がある」を合わせた“関心がある”の割合が 60.5％、「あまり関

心がない」「まったく関心がない」を合わせた“関心がない”の割合が 23.4％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住民が地域づくりにできるだけ主体的に関わるべきだと思う

地域づくりは専門家や専門機関が主体的に行い、住民はそのお手伝いをするべきだと思う

行政と地域住民などが相互に協力しあっていくべきだと思う

地域づくりは行政が主体的に行うべきであって、地域住民が関わるのは難しいと思う

その他

わからない

無回答

回答者数 =

令和７年度調査 1,095

令和２年度調査 1,129

7.4

8.1

18.4

16.9

51.5

49.7

8.8

7.7

0.5

1.0

10.0

13.6

3.6

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある ある程度関心がある あまり関心がない まったく関心がない

わからない 無回答

回答者数 =

令和７年度調査 1,095

令和２年度調査 1,129

16.0

18.5

44.5

40.1

21.1

19.2

2.3

2.8

13.2

15.9

3.0

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 あなたは、地域の福祉を充実させるために、どのようなことに特に優先的に取り組

むべきだと思いますか。（○は主なもの３つまで） 

「福祉に関する情報の提供」の割合が 36.2％と最も高く、次いで「高齢者・障がいのある人な

どへの介護や生活支援」の割合が 32.0％、「身近な相談窓口」の割合が 30.1％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

福祉に関する情報の提供

高齢者・障がいのある人などへの介護や生活支援

身近な相談窓口

公共交通機関の整備や移動の支援

犯罪や事故のない安全なまちづくり

子育ての支援

防災や災害時に必要な人への対応

経済的に困っている人への支援

地域住民のつながりづくり

孤立した人や引きこもりの人への支援

就労のための支援

認知症や障がいのある人などの権利擁護

虐待や差別の防止

バリア（障壁）のない環境づくり

ボランティアやNPO活動への支援

その他

特にない

無回答

36.2

32.0

30.1

23.7

21.4

14.6

13.7

12.2

11.5

6.9

5.8

5.5

5.5

5.4

4.8

0.6

2.6

5.3

37.9

32.8

32.1

20.7

21.3

14.7

15.4

10.2

15.2

8.4

9.6

7.7

7.9

5.9

3.5

1.0

3.9

2.1

0 10 20 30 40

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）
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問 あなたは、福祉サービスの情報をどこから得ていますか。（○はいくつでも） 

「町の広報・ホームページ・窓口」の割合が 67.4％と最も高く、次いで「自治会の回覧板」の

割合が 24.5％、「友人・知人」の割合が 16.3％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）

％

町の広報・ホームページ・窓口

自治会の回覧板

友人・知人

家族・親族

社会福祉協議会の広報・ホームページ・窓口

インターネット（町や社協のホームページ以外）

近所の人

保育所・幼稚園・小中学校

民生委員・児童委員

その他

特にない

無回答

67.4

24.5

16.3

15.1

13.1

12.2

8.2

2.3

0.5

1.6

11.2

1.7

65.7

22.7

18.4

15.0

13.1

10.3

10.5

2.2

0.5

1.3

13.3

3.2

0 20 40 60 80
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⑥ 地域の相談支援体制の充実について 

問 あなたは日常生活に関する以下のことで、困ったり、不安に感じていることがあり

ますか。（○はいくつでも） 

「自分や家族の健康状態」の割合が 39.3％と最も高く、次いで「地震や台風などの自然災害」

の割合が 34.1％、「経済的な状況」の割合が 29.7％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、「自分や家族の介護」「経済的な状況」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自分や家族の健康状態

地震や台風などの自然災害

経済的な状況

家具などの移動や力仕事

自分や家族の介護

日常の外出や交通機関の利用

地域の治安

日常の買い物

お金の管理や契約などの判断

就労や雇用の状況

家族やまわりの人との人間関係

ゴミ出しや掃除

子育てや子どもの教育

調理や洗濯などの家事

話し相手や相談相手

その他

特にない

無回答

39.3

34.1

29.7

19.9

19.9

12.3

10.5

10.2

10.1

9.4

7.9

7.0

6.8

5.4

4.8

1.8

16.4

1.3

37.5

32.5

20.9

15.4

13.2

11.6

8.5

8.4

7.1

9.2

7.8

7.6

7.4

5.0

3.6

1.8

19.7

1.9

0 10 20 30 40

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）
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問 あなたは、悩みや不安があったとき、家族や親せき以外で、だれあるいはどこに相

談しますか。（○はいくつでも） 

「友人や知人」の割合が 61.1％と最も高く、次いで「病院や診療所などの医師・医療機関」の

割合が 17.6％、「相談しない」の割合が 13.8％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）

％

友人や知人

病院や診療所などの医師・医療機関

近所の人

町の担当課の窓口

ケアマネジャー

地域包括支援センター

社会福祉協議会

福祉サービスの事業所

LINEなどのSNSを使った相談窓口

自治会の役員

保育所・幼稚園・学校の先生など

民生児童委員

その他

相談できる人がいない

相談しない

無回答

61.1

17.6

10.4

10.0

5.1

3.7

3.6

3.0

1.8

1.7

1.3

0.6

3.0

9.1

13.8

2.2

61.9

16.0

9.7

6.3

4.3

5.3

3.5

2.6

－

2.5

1.6

1.1

3.3

7.8

12.9

2.6

0 20 40 60 80
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⑦ 地域ぐるみの防犯・防災の推進について 

問 あなたは災害が発生したときに、ひとりで避難できますか。（○は１つ） 

「ひとりで避難できる」の割合が 79.6％と最も高く、次いで「ひとりでは避難できないが、家

族が支援してくれる」の割合が 11.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別にみると、40～49 歳から 80歳以上まで年代が上がるほど「ひとりでは避難できないが、

家族が支援してくれる」の割合が高い傾向にあり、「ひとりで避難できる」の割合が低い傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとりで避難できる

ひとりでは避難できないが、家族が支援してくれる

ひとりでは避難できないが、近所の人や知人が支援してくれる

ひとりでは避難できないし、支援してくれる人もいない

その他

無回答

回答者数 =

　 1,095 79.6 11.9

2.1

2.6

2.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

18～29歳 82

30～39歳 83

40～49歳 114

50～59歳 190

60～64歳 96

65～69歳 95

70～74歳 110

75～79歳 138

80歳以上 160

91.5

83.1

92.1

89.5

88.5

85.3

86.4

68.8

48.1

6.1

6.0

3.5

5.8

7.3

9.5

9.1

19.6

30.6

1.2

0.9

1.6

1.0

1.8

2.9

6.9

2.4

0.9

1.6

1.0

2.1

1.8

3.6

8.1

1.2

6.0

2.6

1.6

2.1

3.2

0.9

2.2

1.3

2.4

2.9

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 あなたは、地震や災害などに対して、どのような備えをしていますか。 

（○はいくつでも） 

「食料や水などの備蓄」の割合が 55.3％と最も高く、次いで「非常持ち出し品の準備」の割合

が 36.0％、「避難所や避難経路の確認」の割合が 27.1％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、「非常持ち出し品の準備」「食料や水などの備蓄」の割合が増加

しています。一方、「火災報知器の設置」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

食料や水などの備蓄

非常持ち出し品の準備

避難所や避難経路の確認

火災報知器の設置

家具などの転倒防止器具の取りつけ

災害時の連絡方法等についての家族等との話し合
い

住宅の耐震診断又は耐震補強

避難訓練や、防災訓練への参加

その他

特に準備していない

無回答

55.3

36.0

27.1

23.8

22.6

18.6

15.4

6.3

0.4

19.1

1.0

46.2

30.6

23.3

34.3

22.3

15.4

11.6

9.1

0.6

21.2

2.3

0 20 40 60

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）
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⑧ あらゆる虐待の防止と権利擁護の推進について 

問 あなたは、成年後見制度について、次のようなことをご存知ですか。 

（知っていることすべてに○） 

「成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人が利用で

きる」の割合が 45.8％と最も高く、次いで「いずれも知らない」の割合が 41.7％、「後見人等は、

財産管理やサービスの契約などの法律行為を支援する」の割合が 30.6％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、支援が必要になったときに成年後見制度を利用したいと思いますか。 

（○は１つ） 

「将来に備えて後見人を選んでおきたい」の割合が 3.3％、「必要になれば利用したい」の割合

が 45.8％、「利用したいとは思わない」の割合が 12.9％となっています。 

令和２年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度調査

（回答者数 = 1,095）

令和２年度調査

（回答者数 = 1,129）

％

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障が
いなどで判断能力が十分でない人が利用できる

後見人等は、財産管理やサービスの契約などの法
律行為を支援する

将来に備えて、あらかじめ後見人を選んでおく
「任意後見制度」がある

成年後見制度についての相談を受ける窓口がある

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて、
「後見」「保佐」「補助」の３つの類型がある

いずれも知らない

無回答

45.8

30.6

23.3

12.7

12.6

41.7

2.9

47.0

31.2

23.4

13.7

13.3

39.6

5.0

0 10 20 30 40 50

将来に備えて後見人を選んでおきたい 必要になれば利用したい

利用したいとは思わない わからない

その他 無回答

回答者数 =

令和７年度調査 1,095

令和２年度調査 1,129

3.3

2.7

45.8

47.0

12.9

13.5

35.0

31.6

0.6

1.7

2.5

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３ 地区会議の結果  

それぞれ地域性の違う参加者のみなさんが「我が地域」について語り合い、暮らしやす

い地域にしていくための方法を一緒に考えるために、地区会議を実施しました。目指すべ

き方向性を整理するために、自由な意見交換をすることで計画策定に活かすことを目的と

しています。 

 

（１）会議概要 

実施日程 令和７（2025）年９月 21 日（日） 

実施テーマ 

私たちの地域が〇〇になったらいいな 

テーマ①：「どんなことができる？」 

テーマ②：「どんな人達とできる？」 

参加者人数 

葛城台 アーバン 4 名 

高校生 大学生 2 名 

新町 ささゆり台 5 名 

 

（２）会議のまとめ 

今回の地区会議では、「私たちの地域が〇〇になったらいいな」という大きなテーマを考えて

いくため、「どんなことができる？」「どんな人達とできる？」の２つのテーマをもとに、地域福

祉の現状と未来について多様な視点から意見が交わされました。 

上牧町では地域のつながりを活性化するため、それぞれの場所で多様な活動が行われているこ

とが明らかになりました。季節のイベントや防災フェスティバル、ふれあい喫茶など幅広い企画

があり、高齢者や子どもたちが主体的に関われるしくみが整っています。一方で自治会班長の高

齢化や若い世代の参加不足といった課題も見られ、世代間の協力促進が必要です。 

高校生・大学生では、寺子屋による地域貢献や夏休みのお菓子作りなど、若い世代が参加しや

すい活動が提案されています。ただし、忙しい学生や社会人が継続して参加できるしくみづくり

が重要だと考えられます。ボランティア活動をしたいが、情報元が分からないことが課題です。

SNS や広報誌等情報発信はしていても必要なところに届いていないことも現状です。若い世代の

「つながりたい」という気持ちを重視し、深い関係を強制せず緩やかに繋がれる場が理想的です。 

参加意欲を引き出すイベントや外国人労働者との交流がポイントです。他地域から訪れる人々

との交流も活気を生み出す鍵となるでしょう。しかし、高齢化や子どもが減少している背景から、

役員の負担軽減や若者を引き込む方策が必要です。 

これらから、各地域共通の課題は「世代間協力」と「参加のハードルを下げるしくみづくり」

です。身近なイベントや趣味の場を通じて、子どもから高齢者まで多様な人々とつながり、新し

いコミュニティを築くことが可能です。やりたいことを叶えつつ、だれもが関われるしくみを整

える必要があります。 
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４ 団体ヒアリングの結果  

計画の策定にあたり、シルバークラブ、小地域ネットワーク（小ネット）、民生委員・児

童委員、ボランティア団体などの各活動団体を対象にヒアリングを実施しました。その結

果、現場が抱える深刻な実態と、今後の活動継続に向けた切実な課題が浮き彫りとなりま

した。 

 

次期計画に向けた課題 

１．活動の担い手・後継者に関する課題 

• 活動者の深刻な高齢化と「老老介護」化する見守り  

多くの団体で役員や中心メンバーの高齢化が顕著であり、特に80代の方々が活動を

支えている実態があります。友愛活動（見守り）においても、「見守る側」の多くが

80代であり、自らも見守り対象となる年齢層が活動を担っているという構造的な課

題に直面しています。 

• 次世代の担い手不足と組織運営の限界  

定年後の再就職者の増加等により、現役世代や若手のボランティア参画が進まず、

後継者不足から「今後の運営に不安があり、活動ができなくなる地区が出るかもし

れない」との声が上がっています。また、特定の人が複数の団体の役員を兼任して

いる現状があり、個人の負担が限界に達しつつあります。 

 

２．見守り・相談・交流活動における課題 

• 訪問活動の困難化と警戒心の高まり  

特殊詐欺への警戒心やプライバシー意識の変化により、インターホンを押しても対

面での面会が難しくなっている世帯が増えています。特に子育て世帯への訪問にお

いても、警戒を避けるためにパンフレットのポスティングに留めるなど、活動のあ

り方を見直さざるを得ない状況にあります。 

• 多様な世帯へのアプローチの難しさ  

日中不在となる就労世帯や学生、またコミュニティの把握が難しい外国籍住民など、

「顔が見えない」幅広い年齢層とのつながりづくりに苦慮しています。また、子ど

も会が消滅した地区では、地域で子どもが遊ぶ姿が見えにくくなっており、多世代

が自然に交流できる場の再構築が必要です。 
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３．団体間の連携と周知に関する課題 

• 組織間の「縦割り」と連携不足  

自治会、シルバークラブ、小ネットなどの各団体がそれぞれ独自に活動しており、

横のつながりが弱まっていると感じている団体も存在します。地域課題が複雑化す

る中で、自治会がリードしながら各団体が連携を深める研修会の開催や、一体感の

ある活動体制が求められています。 

• 活動内容の周知と情報発信のデジタル化  

「自分たちの団体が何をしているのか」が住民に十分に伝わっていないという認識

があり、従来の回覧板だけでなく、SNS（Instagram等）を活用した情報発信への意

欲が見られます。しかし、具体的な操作方法や継続的な発信を担う人材の確保が課

題となっています。 

 

４．活動の維持・活性化に向けた工夫と検討事項 

• 社会の変化に合わせた活動のスリム化と柔軟性  

役員の負担軽減のため、大規模イベントを縮小して継続可能な形に見直す動きや、

趣味（麻雀やニュースポーツ等）をきっかけとした新規会員の獲得など、時代に合

わせた柔軟な活動展開が模索されています。 

• 「学び」を「活動」へつなげるしくみづくり  

養成研修や講座への参加者は多いものの、その後の継続的な団体加入には結びつき

にくい傾向があります。学んだ知識や技能を地域で発揮できるよう、フォローアッ

プ体制の充実や、サークルへの勧誘といった「つなぎ」のしくみを強化していくこ

とが必要です。 
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５ 庁内検討会議の結果  

町では、既存の「部局」の枠を超えた包括的な支援体制を強化するため、福祉関係各課

に加え、企画財政、まちづくり、建設環境、教育などの広範な部局を交えた「庁内検討会

議」を開催しました。そこでの協議を通じて、個別の制度だけでは解決が困難な、現代特

有の複雑化した課題が浮き彫りとなりました。 

 

次期計画に向けた課題 

１．部局間の連携強化と情報共有のしくみづくり 

• 窓口の分散化による情報の分断  

役場本庁舎、文化センター、保健福祉センターなど、行政窓口が各所に分散してい

ることから、支援が必要な住民の情報を各課が共有し、迅速なフォローにつなげる

しくみが必要です。 

• 福祉と教育の密接な連携  

発達障がいを持つ子どもへの相談支援やヤングケアラーへの対応について、部局間

での連携をさらに深めていく必要があります。特に要保護児童への対応は、重篤な

虐待に至るリスクを考慮し、迅速に動けるよう常日頃からの強固な連携が必要です。 

 

２．制度の枠組みを超えた複合的困難事例への対応 

• 住まいの確保と生活環境の課題  

金銭の自己管理が困難なケース、住居への強いこだわり、ペットの多頭飼いなど、

既存の制度だけでは住まいの確保が難しい事例が増加しています。 

• 在宅医療的ケア児への包括的支援  

医療的ケアを必要とする在宅児童のケースが増えており、日頃のケア体制から災害

時の対応に至るまで、情報共有と横断的な対応体制の整備が必要です。 

• 地域で顕在化するゴミ問題へのアプローチ  

認知症等によりゴミの分別が困難なケースや、いわゆる「ゴミ屋敷」化して近隣住

民から不安の声が上がる事例に対し、地域福祉の観点からどのように本人へアプロ

ーチし、解決を図るかが大きな課題となっています。 
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３．関係機関・団体との外部連携の強化 

• 専門機関や医療機関との協働  

課題解決のためには、県や専門機関、関係機関がそれぞれの役割を果たすことが不

可欠であり、特に医療機関との一層の連携強化が求められています。 

• 地域防災における協力体制の拡充  

避難行動要支援者への取組については、庁内だけでなく、自治会や民生委員・児童

委員など、地域の多様な主体と連携し、実効性のある協力体制を築いていく必要が

あります。 

 

４．多様な住民への包括的な支援の推進 

• 外国籍住民の孤立防止  

近年増加している外国籍の方に対し、就労先以外での繋がりがない場合に孤立する

懸念があります。関係各課が多岐にわたって連携し、確実な情報発信と支援を行う

体制が必要です。 

• だれもが参加できるイベントの実現  

町主催のイベントを「だれもが参加できるもの」にするため、配慮や支援が必要な

場合、どのようなフォローが適切かについて、各課で知見や意見を共有し、検討を

重ねていくことが求められています。 

• 空き家 

福祉部局と連携することで、地域福祉の向上に資する取組へと繋げていく可能性を

追求する必要があります。 
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６ 上牧町の取組状況と課題  

前計画の基本目標ごとに、これまでの取組状況やアンケート調査、団体ヒアリング結果

を踏まえて課題を整理しました。 

 

基本目標１ 地域で顔の見える関係づくり   

主な取組状況 

・意識の醸成： 小・中学校での福祉教育や「ヒューマンライツセミナー」を通じた人権

意識の向上、認知症サポーター養成講座の開催など、多様性を認める意識づくりを推進

しました。 

• 交流と居場所： 子ども向けの「まきっ子塾」や、障がい者の交流の場「カフェぷらっ

と」、多世代が集う「サロン」など、住民同士が繋がる場を提供しました。 

• 見守りの推進： モデル地区での「気になる会議」開催や、配食サービス・緊急通報装置

の設置を通じ、孤立を防ぐ官民協働の見守り体制を構築しました。 

 

課題と方向性 

① 支え合いの意識のさらなる浸透とつながりの希薄化への対応 

アンケートでは、地域とのつながりが「ない」と感じている方が約４分の１に達

し、近所づきあいが「ほとんどない」という方も一定数存在しています。コロナ

禍を経て顕在化した「つながりの希薄化」は、孤独感や不安感を増大させる要因

となっており、すべての住民が多様性を認め合い、互いに支え合う意識を育むた

めには、これまでの学校教育に加え、職域や地域住民など幅広い対象に向けた学

習機会の提供や、体験型の福祉教育をさらに推進させていくことが必要です。 

 

② だれもが立ち寄りやすい「居場所」の充実と有効活用 

ほほ笑みサロン内会議室等の利用率が低調であるなど、既存施設の維持管理と幅

広い活用の手法が課題となっています。今後、地域の幅広い年齢層や様々な団体

が出会い、交流できる機会を増やすためには、住民同士が気軽に交流できる場や

イベントを開発し、困ったときに相談しやすい信頼関係を地域の中に築いていく

ことが必要です。 

 

③ 潜在的な孤立を防ぐ地域ネットワークの構築 

本町では、ひとり暮らし高齢者世帯が15年間で約2.5倍に急増しており、社会的孤

立やひきこもりのリスクが高まっています。複雑・複合的な課題を抱える人を早
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期に把握し、孤立させないしくみをつくるためには、日常的なあいさつや声かけ

を推奨する取組を積極的に取り入れ、当事者が安心できる居場所を確保しながら

自立支援につなげていくことが必要です。 

 

 

基本目標２ だれもが地域づくりに参加できるしくみづくり 

主な取組状況 

• 人材育成の推進： ジュニアリーダー、生活支援サポーター、傾聴ボランティア、手話奉

仕員などの養成講座を実施し、地域福祉の担い手確保に努めました。 

• ボランティア支援： ボランティア窓口の整備や広報誌「ちょボラ」による情報発信を行

い、活動のきっかけづくりと団体間の連携を強化しました。 

• 活動主体の後方支援： シルバークラブや自治会等への活動支援、公募型補助金の交付を

通じて、住民主体の公益的な活動を継続できるよう助成しました。 

 

次期計画に向けた課題 

① 担い手の高齢化と世代交代への対応 

65歳以上の人口割合は36.5％（令和７（2025）年推計）へと上昇し続けている一

方で、シルバークラブの会員減少やジュニアリーダーが小学校卒業と同時に離れ

てしまうといった課題が顕在化しています。次世代の育成を含め、新たな層が主

体的に関わり続けられるよう、募集チラシの改善や活動内容の魅力向上を図り、

福祉人材の確保・定着に向けた支援を継続していくことが必要です。 

 

② ボランティア参加のハードル低減とコーディネート機能の強化 

 活動に関心はあるものの、実際には参加できていない層に対し、その意欲や能力、

状況に応じて気軽に参加できる環境を整える必要があります。参加のハードルを

下げる取組を行うとともに、活動情報が確実に住民に届くよう、SNSの活用やデジ

タルとアナログを組み合わせた効果的な情報発信のあり方を検討し、金銭的支援、

情報提供、相談支援体制など、多角的な支援に取り組んでいくことが必要です。 

 

③ リーダーの育成と組織の活性化に向けた体制整備 

地域の活動者の高齢化や団体担い手不足は深刻な地域課題となっています。地域

福祉を推進するリーダーを育成するために学びの機会を増やすとともに、福祉分

野で専門的な知識や経験を持つ人が積極的に地域活動に関われるような体制を整

え、各団体や企業が地域で活躍できるよう支援を強化することが必要です。  
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基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるしくみづくり 

主な取組状況 

• 相談・情報発信の充実： 町広報や SNS による情報提供のほか、ケアマネジャー連絡会や

地域福祉庁内検討会議を通じて複雑な課題に対応するネットワーク構築を図りました。 

• 防災・防犯の強化： 災害時の民間連携、防災士の資格取得支援、防犯カメラの設置を進

め、地域全体の防災・減災体制と治安向上を推進しました。 

• 権利擁護と虐待防止： 権利擁護支援センターとの連携、成年後見制度の利用促進、要保

護児童対策地域協議会の運営により、尊厳を守る体制を整えました。 

 

次期計画に向けた課題 

① 包括的な「福祉総合相談」機能の強化と周知 

アンケートでは悩みがあっても「相談しない」という方が13.8％存在し、相談場

所が「わからない」と感じている方も４割を超えています。属性や世代を問わず

包括的に相談を受け止める窓口を強化するため、福祉部局だけでなく広く地域福

祉に関わる関係課との協議を活性化させ、必要な支援につながっていない人を確

実に繋げる体制を構築することが必要です。 

 

② 地域防災力の向上と避難支援体制の具体化 

住民の34.1％が自然災害に不安を感じており、特に高齢者層において「ひとりで

は避難できない」とする割合が高まっています。防災知識の普及に加え、空き家

の倒壊リスクへの対応など、地区の特性に応じた防災対策を強化する必要があり

ます。また、避難行動要支援者情報を適切に管理し、平時からの見守りを災害時

の具体的な支援へとつなげる実効性のあるしくみを整えることが必要です。 

 

③ 権利擁護制度の普及と虐待防止の推進 

成年後見制度について「いずれも知らない」と回答した方が41.7％に達しており、

要支援・要介護認定者の増加に伴い、制度の周知が急務となっています。権利擁

護や意思決定支援の体制を整えるとともに、児童虐待、介護拒否、老老介護など、

地域に潜在化しやすい様々な課題に対し、関係機関が一体となった早期発見・防

止の取組を推進することが必要です。 
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④ 多様な生活ニーズに対応する生活支援サービスの充実 

高齢化の進行により、家具の移動やゴミ出しといった日常生活の困りごとや、外

出支援へのニーズが益々高まっています。特に公共交通だけではカバーしきれな

い移動の困難さを解消するため、既存の福祉タクシー券の運用に加え、住民同士

の助け合いによる送迎支援など、地域の実情に応じた移動手段のあり方を検討す

る必要があります。住民の多様なニーズにきめ細かく対応できるよう、地域住民

同士の助け合いを促進し、生活支援施策を拡充していくことが必要です。 
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１ 基本理念  

上牧町には、子どもから高齢者、障がいのある人、そして外国にルーツを持つ人など、

多様な背景を持つ人々が生活しています。近年、これらの人々が抱える生活課題は複雑化・

多様化しており、既存の公的サービスだけでは対応しきれない事案も増えています。こう

した状況に対応するためには、住民一人ひとりが地域に関心を持ち、行政や関係団体、ボ

ランティアなどが一丸となって支え合える環境を整えることが不可欠です。 

本計画では、地域に住む多様な主体が協働し、互いの個性を尊重しながら助け合うこと

で、だれもが孤立することなく、住み慣れた地域で自分らしく輝き続けられる社会を目指

します。これまでの歩みを守りつつ、さらに強固なつながりを築くため、以下のとおり基

本理念を定めます。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

人と人とが手を取り合い、支え合い安心して 

暮らせるまちづくり 

  

第 ３ 章 
基本的な計画の考え方 
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２ 基本目標  

 

基本目標１ 地域で顔が見え、参加できる関係づくり 
 

現代社会において、社会的な孤立を防ぎ、だれもが安心して暮らすための基盤となるの

は、住民同士の日常的な交流とつながりです。本計画では、学校教育や地域活動を通じて、

人権や福祉、認知症や障がいに対する理解を深め、互いを思いやる意識の醸成を図ります。 

さらに、子どもから高齢者まで多世代が自然に集える居場所を確保し、地域における役

割を持って生き生きと活動できる機会を創出します。こうした交流を通じて築かれた「顔

の見える関係」を土台とし、官民が連携した見守り体制を強化することで、地域の異変に

いち早く気づき、予防的に関わり合える温かなネットワークを構築します。 

 

基本目標２ だれもが地域づくりに参加できるしくみづくり 
 

地域福祉は、すべての住民が支え手（担い手）であると同時に受け手でもあるという「お

互いさま」の精神によって成り立っています。持続可能な地域社会を築くためには、次世

代を担う青少年や、生活支援を支えるボランティアなどの新たな人材を育成し、活動の輪

を広げていくことが急務です。 

そのため、ボランティア活動への参加を希望する方々に対し、適切な情報提供やきっか

け作りを行うとともに、活動者同士が連携を深められるよう窓口体制を充実させます。ま

た、民生委員・児童委員やシルバークラブ、各種団体など、現場で尽力されている活動者

への後方支援を徹底し、住民が主体となった自律的な地域福祉活動が活発に展開されるし

くみを目指します。 

 

基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるしくみづくり 
 

だれもが安全で快適に暮らし続けるためには、生活上の困難や不安に対し、迅速かつ適

切に対応できるセーフティネットが必要です。住民が抱える複雑な悩みに対し、関係部署

や専門機関が連携して包括的に対応できる相談支援体制を整備し、必要な情報を分かりや

すく提供します。 

生活困窮や虐待、権利侵害、あるいは日常生活での不自由など、困難を抱える人々を地

域全体で包摂し、尊厳ある生活を守るための具体的な支援を推進します。移動支援やゴミ

出し支援といった日々の暮らしを支える施策を拡充するとともに、地域ぐるみの防犯・防

災対策を強化することで、どのような事態においても助け合える、強靭で安全なまちづく

りを進めてまいります。  
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１ 地域で顔が見え、 
参加できる関係 
づくり 

３ 住み慣れた地域で
安心して暮らせる
しくみづくり 

２ だれもが地域づくり
に参加できるしくみ
づくり 

 

 

３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）地域で支え合う意識づくり 

（２）地域での交流の機会の充実  

（３）地域の見守り体制の強化 

（４）生活支援体制の充実 

（１）地域福祉を担う人材の育成と活動支援 

人
と
人
と
が
手
を
取
り
合
い
、
支
え
合
い
安
心
し
て 

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

（２）ボランティア活動の推進 

（５）地域ぐるみの防犯・防災の推進 

（２）様々な困難を抱える人への支援 

（３）あらゆる虐待の防止と権利擁護の推進 

（１）住民の困りごとを解決につなげる相談支援
体制の充実 

（３）活動者への支援の充実 
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基本目標１ 地域で顔が見え、参加できる関係づくり 

（１）地域で支え合う意識づくり 

地域福祉の基盤となるのは、住民一人ひとりの「共に生きる」という意識です。 

多様性が尊重される社会の実現に向け、子どもたちの世代から福祉や人権に対する正し

い理解を深めることが重要となっています。町では、学校教育における福祉体験学習やヒ

ューマンライツセミナーの開催を通じて、人権意識の醸成と道徳教育の推進を図ります。

また、認知症サポーターの養成や障がいへの理解を深める啓発活動を地域一体となって進

めることで、だれもが他者を思いやり、自然に手を差し伸べ合える「心のバリアフリー」

が根付いた温かな地域社会を目指します。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

学校における福祉
教育の充実 

小・中学校の総合的な時間において行う福
祉教育を通じて、地域共生社会の実現に向
けた教育を推進します。 

小学校手話出前教室 
車いす・高齢者等体験
学習 

福祉課 
教育総務課 

人権教育の推進 
人権意識の醸成に向けて、地域が一体とな
った道徳教育や福祉教育、人権教育を推進
します。 

ヒューマンライツ 
セミナー 

社会教育課 

認知症への理解 
促進 

認知症の方とその家族が安心して地域で
暮らせるよう、認知症に関する啓発活動を
推進します。 

認知症サポーター 
養成講座 
認知症カフェ 

生き活き対策課 

障がいへの理解 
促進（新） 

障がいのある人もない人も共に暮らしや
すい社会づくりに向けて、障がいに対する
理解を深める活動を推進します。 

障がい理解促進啓発
セミナー 

福祉課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

ヒューマンライツセミナー参加人数（人） ３６５ 増加 

認知症サポーター養成講座の開催（回） ２ 増加 

障がい理解促進啓発セミナー参加人数（人）（新） － 増加 

 

  

第 ４ 章 
地域福祉計画 
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（２）地域での交流の機会の充実 

社会構造の変化に伴い、世代間のつながりや日常的な交流が希薄化しつつある中、多世

代が自然に集い、互いに刺激し合える場の創出が求められています。若者から高齢者まで

それぞれの技能や経験を活かして子どもたちと交流する「まきっ子塾」や「昔あそび教室」

などの機会を広げるとともに、介護・障がい・子育てといった既存の枠組みを超えてだれ

もが立ち寄れる居場所づくりに努めます。住民が地域の中で確かな役割を持ち、活動を通

じて生きがいや輝きを実感できる、活気に満ちたコミュニティの実現を推進していきます。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

多世代交流機会の
創出 

子どもや高齢者、若者が交流する機会を創
出し、高齢者が技能を発揮する場を提供す
るとともに、子どもや若者の学びに対する
関心や興味の喚起を図ります。 

まきっ子塾 
昔あそび教室 

社会教育課 
福祉課 

多様な交流を目指
す地域づくり（新） 

介護・障がい・子育て・生活困窮の各分野
における既存の地域づくりに関する事業
を活かしつつ、世代や属性を超えて交流で
きる居場所の確保に努めます。 

地域子育て支援拠点事業 
地域活動支援センター 
当事者会サロン活動支援 
介護予防サロン活動 

気になる会議 

こども未来課 
福祉課 
生き活き対策課 

社会参加と生きが
いづくりの推進 

だれもが地域における役割を持ち、いきい
きと輝き活躍できるよう生きがいづくり
を推進します。 

介護予防サロン活動 
支援事業地域体操教室 

生き活き対策課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

「まきっ子塾」学習アドバイザー登録人数（人） ６５ 増加 

地域体操教室参加人数（人） ６，０２８ 現状維持 
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（３）地域の見守り体制の強化 

ひとり暮らしの高齢者世帯の増加や、子どもたちの安全確保など、生活の安全網を地域

全体で支える重要性が増しています。緊急通報システムや官民協働の見守りネットワーク

による体制を構築し、住民が孤立することのないよう「気になる会議」等を通じたきめ細

かな見守り活動を展開します。また、学校や地域パートナーシップによる登下校時の見守

り活動を進め、地域全体で子どもを見守る環境を整えます。これらの活動により、だれも

が日々を安心して過ごし、異変にいち早く気づける「見守りの輪」が確かな安心感を生む

まちを目指します。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

地域の見守りに関
連する事業の推進 

ひとり暮らしの高齢者や高齢世帯等へ
の見守りや、住民の方が地域で孤立し
ないよう地域や官民協働の見守り体制
の強化を図ります。 

緊急通報見守り支援事業 
配食見守り支援事業 
高齢者見守りネットワーク

事業 
気になる会議 
地域見守りネットワーク
事業 

生き活き対策課 
福祉課 

子どもを守るまち
づくりの推進  

見守りボランティア活動等を推進し、
地域における子どもの見守り体制の確
保に取り組みます。 

学校・地域パートナー 
シップ事業 
(学校支援ボランティア) 

社会教育課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

高齢者見守りネットワーク事業登録者数（人） ４７ 増加 

地域見守りネットワーク事業登録事業所数（か所） １２ ２３ 

学校支援ボランティア登録者数（人）（新） ２３２ 増加 
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基本目標２ だれもが地域づくりに参加できるしくみづくり 

（１）地域福祉を担う人材の育成と活動支援 

地域福祉を次世代へとつなぎ、持続可能なものにするためには、活動を支える「人」の

育成が最大の課題です。青少年の健全育成を目的としたジュニアリーダーの養成や、高齢

者の生活を支えるための生活支援サポーター・傾聴ボランティアの育成講座を計画的に実

施し、多様なニーズに応える体制を整えます。さらに、手話奉仕員などの専門的な意思疎

通支援者の養成も進め、多様な個性を持つ人々が互いに理解を深められる環境を構築しま

す。学びを通じて成長した人材が、各分野のリーダーとして活躍し、地域の支え合いのネ

ットワークを力強く牽引していくよう支援します。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

青年層への生涯学
習機会の創出  

地域で子どもを育てる活動を推進するとと
もに青少年に様々な活動や学習の機会を創
出し、併せて指導者の養成に努めます。 

青少年の健全育成事業 
（ジュニアリーダー） 

社会教育課 

生活支援サポータ
ー・傾聴ボランテ
ィアの養成 

定期的な養成講座等の実施を通じて、ボラ
ンティアグループの活動支援を継続し、高
齢者等が安心して地域で暮らすことがで
きるよう生活支援サービスが包括的に提
供できるしくみづくりを推進します。 

生活支援サポーター 
養成講座 

傾聴ボランティア 
事業 

生き活き対策課 

ゲートキーパーの
養成（新） 

ゲートキーパー研修などを実施し、町民一
人ひとりが自殺につながる要因や様々な
リスクに対する理解を深めることで、日常
生活における「気づき」や「つなぎ」の機
会の創出を図ります。 

ゲートキーパー研修 健康推進課 

手話奉仕員の養成 
意思疎通支援が必要な方への理解を深め、
手話奉仕員として将来活躍していくため
の人材育成を推進します。 

手話奉仕員養成講座 

手話奉仕員ステップ
アップ講座 

福祉課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

ジュニアリーダー研修新規登録者数（年間）（人） ２１ 増加 

生活支援サポーターの人数（人） ２０ 増加 

傾聴ボランティアの人数（人） １４ 増加 

ゲートキーパー研修受講人数（人）（新） ７１ 増加 

手話奉仕員ステップアップ講座受講者数（人）（新） ― ２ 
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（２）ボランティア活動の推進 

ボランティア活動は、個人の善意を地域の力へと変える貴重な活動ですが、活動への第

一歩を踏み出すためのきっかけ作りや情報共有の場が欠かせません。町では、活動希望者

と地域のニーズを円滑につなぐ情報発信を強化します。また、小物づくり講習会などを通

じて社会参加を促す「すこやかサポーター」の活動支援を行い、楽しみながら地域に貢献

できる機会を増やしていきます。だれもが気軽に、かつ主体的にボランティアに関わるこ

とができ、活動を通じて自身の成長と社会とのつながりを実感できる地域風土を醸成しま

す。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

ボランティア活動
参画への支援 

活動を始めたい方へのきっかけづくりの
ため、関係課との情報共有を図りつつ、社
会福祉協議会との連携のもとボランティ
ア活動の希望者をつなぐ地域でのボラン
ティア窓口の整備や、町広報紙やホームペ
ージ等による情報発信を充実します。 

ボランティア活動 
支援事業 

福祉課 

すこやかサポータ
ー活動支援  

小物づくりの講習会等を通じて社会参加
を促すことを目的とする「すこやかサポー
ター」の活動を支援します。 

すこやかサポーター
活動支援事業 

生き活き対策課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

すこやかサポーターの人数（人） ３１ 増加 
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（３）活動者への支援の充実 

地域福祉の最前線で活動する民生委員・児童委員やシルバークラブ、そして様々な福祉

団体が、その熱意と能力を最大限に発揮できるよう、行政としての後方支援を充実させま

す。研修を通じたスキルアップ支援や、優れた技術・能力を持つ人材の発掘・マッチング

を推進するとともに、公募型補助金や助成金を通じて団体の自律的な活動を支えます。活

動者同士が連携を深め、自治会や福祉団体が地域課題の解決に向けていきいきと活動する

ことで、地域全体の活力が向上し、官民が真に協働するまちづくりを実現します。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

民生委員・児童委
員への活動支援  

地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の
活動を推進し、欠員地区の委員補充や、委員の
スキルアップの後方支援を行います。 

民生児童委員協議
会事務局 

福祉課 

シルバークラブへ
の活動支援  

高齢者が地域で楽しく豊かに充実した生活を
送るための地域コミュニティであるシルバー
クラブについて、長年の知恵と経験のある会員
の技能を活用した支え合い活動がより効果的
に展開されるよう支援します。 

町シルバークラブ
連合会事務局 

福祉課 

公募型補助金の利
用促進 

補助金を活用し、町の活性化に資する公益的活
動を行う団体の育成を図り、住民と行政との協
働のまちづくりを推進します。 

協働のまちづくり
公募型補助金 

企画財政課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

シルバークラブ会員数（人） １,３５３ 増加 

シルバークラブ設置地区数（地区） １８ ２２ 

協働のまちづくり公募型補助金申請団体数（件） 1 増加 
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基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるしくみ 

づくり 

（１）住民の困りごとを解決につなげる相談支援体制の充実 

近年の生活課題は複雑化・多様化しており、一つの窓口や制度だけでは解決できない事

案が増えています。私たちは、地域住民の身近な相談に柔軟に対応し、適切な専門機関へ

と確実につなぐ包括的な相談支援体制を強化し、庁内の関係部署や関係団体、専門機関が

一体となった重層的な連携を図ります。ケアマネジャーや障がい福祉の計画相談員など専

門職同士のネットワークを広げるとともに、町広報やSNSを活用した分かりやすい情報発

信に努めます。困りごとを抱えた住民が孤立することなく、いつでも安心して助けを求め

られる信頼の相談支援体制を確立します。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

包括的な相談支援
体制の充実  

複雑化・多様化する地域生活課題に柔軟に対
応し解決に結びつくことができるよう、困り
ごとのある人を早期に発見し、適切な相談窓
口や支援機関につなぐしくみを構築するとと
もに、庁内の関係部署や関係機関が連携、情
報共有し、重層的・包括的な相談支援体制の
充実・強化を図ります。 

地域福祉庁内検討
会議 
こども総合相談連
絡調整会議 

福祉課 
こども未来課 

地域の福祉関係者
の人材育成  

ケアマネジャーや障がい福祉の計画相談員と
の連絡会を開催し、地域の福祉関係者との情
報共有や人材育成を図りながら、ネットワー
ク強化に取り組みます。 

ケアマネジャー 
連絡会 
西和７町相談支援
専門員連絡会 

生き活き対策課 
福祉課 

広域的な連携体制
の強化 

保健所・医療機関・介護・障がい福祉が参画す
る精神障がい者福祉に係る協議の場を設置
し、関係機関同士のネットワーク強化に取り
組みます。 

保健・医療及び 
福祉関係者による
協議 
（精神障がいにも
対応した地域包括
ケアシステム） 

福祉課 

地域福祉に関する
情報発信の充実 

町広報やホームページ、SNS 等により、地域福
祉に関する情報発信を充実させるとともに、地
域住民へわかりやすい情報提供に努めます。 

町広報 
町ホームページ、
SNS 

福祉課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

地域福祉庁内検討会議の開催回数（回） ２ ６ 

こども総合相談連絡調整会議の開催回数（回） ６ ６ 

西和７町相談支援専門員連絡会の開催回数（回） ４ ６ 



     

49 

（２）様々な困難を抱える人への支援 

生活困窮やひきこもり、更生支援、そして外国にルーツを持つ方々の支援など、特定の

困難を抱える住民が地域社会から取り残されないための配慮が求められています。加えて、

地域の活力を維持し安全な生活環境を守るため、空き家対策を含めた環境整備にも注力し

ます。地域福祉庁内検討会議等の場を活用して多角的な検討を行い、日本語教室やフリー

スクールの運営支援など、個別の状況に寄り添ったきめ細かな支援体制を充実させます。

どのような背景を持つ人であっても、地域の一員として尊重され、必要な支援を享受しな

がら、自分らしく自立した生活を営むことができる包括的な社会を目指します。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

様々な困難を抱え
る人への支援（新） 

生活困窮、ひきこもり、更生支援、外国にルー
ツがある方等への支援体制の充実に取り組み
ます。 

地域福祉庁内検討
会議（再掲） 
気になる会議 
（再掲） 
フリースクール 

福祉課 
教育総務課 
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（３）あらゆる虐待の防止と権利擁護の推進 

すべての住民が尊厳を持って暮らすためには、虐待の防止と権利の擁護が不可欠となり

ます。高齢者や障がい者、子どもに対する虐待やDVを早期に発見・対応するため、行政と

専門機関、地域住民が連携する体制を強化し、切れ目のない見守りを実施します。また、

成年後見制度の利用促進や権利擁護支援センターとの連携を図り、判断能力が不十分な

方々が不当な扱いを受けることなく安心して暮らせる体制を整えます。あわせて、社会福

祉協議会等と連携し、身寄りのない高齢者等が、入院時の保証や亡くなった後の手続き等

に不安を感じることなく生活できるよう、日常生活自立支援事業の活用も含めた権利擁護

支援の体制づくりを進めます。だれもが暴力や侵害から守られ、その権利が最大限に尊重

される地域を築きます。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

高齢者・障がい者・
児童虐待及び DV
（家庭内暴力）防
止対策の推進 

虐待等について行政や関係機関、地域住民が一
体となり、問題解決に向けた施策の展開を図り
ます。早期発見・早期対応するため、啓発活動
を実施しながら、日頃から関係機関との連携に
努めます。 

地域福祉庁内検
討会議（再掲） 

要保護児童対策
地域協議会実務
者会議 

福祉課 

生き活き対策課 

こども未来課 

成年後見制度の利
用促進 

権利擁護支援センターとの連携を強化しなが
ら、成年後見制度の周知に取り組みます。また、
認知症や知的・精神障がいのある人など、判断
能力が不十分な人が不利益とならないよう、そ
の人に身寄りがない等の場合に町長による審
判請求や後見人等の報酬助成事業を行います。 

権利擁護支援セン
ターの広域設置 

福祉課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

権利擁護支援センターにおける相談実人数（人） ４ 増加 
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（４）生活支援体制の充実 

加齢や障がいによって日常生活に不自由を感じても、住み慣れた地域で自分らしく暮ら

し続けるための具体的なサポートを拡充します。移動支援事業や福祉タクシー券の交付に

よって外出の機会を確保するとともに、ゴミ出しを支援する「ふれあい収集」や、生活支

援サポーターによる家事支援など、日々の暮らしに密着したサービスを推進します。これ

らの取組を通じて、住民が自宅や地域での生活を諦めることなく、QOL（生活の質）を維持

しながら、いつまでも安心して自立した生活を送れる環境を整えます。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

移動支援や地域生
活支援の充実 

障がい者に対する外出同行支援や、タクシ
ー券の交付事業による移動支援や、高齢者
等へのゴミ戸別収集等による支援、また生
活支援サポーターの利用促進など施策を
充実します。また、さまざまな要因で既存
制度を活用できない「狭間のニーズ」への
対応として、地域公共交通会議で協議し、
交通利便性の向上や誰もが利用しやすい
地域公共交通の手段を検討します。 

移動支援事業 

福祉タクシー券交付
事業 

ふれあい収集 

生活支援サポーター 

地域公共交通協議会 

福祉課 

建設環境課 

生き活き対策課 

まちづくり 
推進課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

移動支援事業利用者数（人）（新） ８０ 増加 

福祉タクシー券交付事業利用実人数（人）（新） ３５０ 増加 
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（５）地域ぐるみの防犯・防災の推進 

災害や犯罪から命を守るためには、公助だけでなく、地域が一体となって備える「共助」

の力が欠かせません。行政と民間による応援協定の締結や、防災士資格の取得支援を通じ

て地域の防災力を高めるとともに、避難行動要支援者に係る個別避難計画への取組を推進

します。また、防犯カメラの設置や、地域パトロールの実施により、犯罪の隙を与えない

安全な環境を構築します。学校・保護者・地域が密に連携し、子どもから高齢者までが災

害や犯罪の脅威に怯えることなく、心穏やかに暮らせる強靭なまちづくりを進めます。 

 

【 取組 】 

施策 内容 関連事業 担当課 

地域の防災力の 
向上 

行政間及び民間との協定等による応援体制
を充実させ、関係機関との連携を図りなが
ら、防災・減災体制の充実に取り組みます。 

災害時における連携
協定 

防災士資格取得支援
事業 

総務課 

避難行動要支援者
制度の推進 

災害時における避難行動要支援者への支援
を円滑に実施するため、関係各課が連携し、
避難行動要支援者制度の周知に取り組みま
す。また、民生委員・児童委員をはじめ、見
守り活動や相談支援活動を通じた避難行動
要支援者の把握を推進します 

避難行動要支援者登
録事業 

総務課 
生き活き対策課 
福祉課 
こども未来課 

防災・防犯情報の
発信 

登録制のお知らせメール、町ホームページ、
SNS 等を通じた防災、防犯情報の配信や防災
行政無線による放送等を充実させることに
より、適時適切な情報発信を通して防犯意
識の向上に努めます。 

登録制のお知らせメ
ール 

総務課 

防犯対策の推進 

学校・保護者・地域との連携を図りながら、
子どもの安全教育や通学路の安全点検、防
犯対策を推進します。また、女性や高齢者に
も安心・安全な環境整備を進めるとともに、
町職員等による防犯パトロールを実施しま
す。また空き家対策を推進します。 

防犯カメラ設置事業 
学校・地域パートナ
ーシップ事業 
（学校支援ボランテ
ィア）(再掲) 

総務課 
まちづくり 
推進課 
社会教育課 

 

【 目標指標 】 

指標名 現状値 目標 

災害時における連携協定数（件） ５１ 増加 

防災士資格取得支援事業による資格取得者数（人） １２４ ２４５ 
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地域福祉活動計画は、住民が主体となって地域の現状や良いところ、課題を確認し合い、

「どんな地域にしていきたいか」「そのために何ができるか」をまとめたものです。社会福

祉協議会が事務局となり、地域福祉を推進する実践的な活動・行動計画です。 

上牧町では、住民が主体となっている様々な活動があります。 

今後は、「各地域での地域福祉活動計画をたてること」「ミドル世代とのつながりをつく

ること」「一人ひとりの得意をつなげていくこと」「名前のない気になる会議の場を増やし

ていくこと」を重点的に取り組んでいきます。 

これらの活動を通じ、基本理念である、「人と人とが手を取り合い、支え合い安心して暮

らせるまちづくり」を目指します。 

 

 

 

 

 

  

第 ５ 章 
地域福祉活動計画 
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基本目標１ 地域で顔が見え、参加できる関係づくり 

上牧町では、高齢者単身世帯の増加や地域の希薄化により、社会的孤立やひきこもりの

リスクが高まっています。アンケートでは、地域住民とのつながりがあると半数以上の回

答があるものの挨拶する程度の方が多い状況です。 

上牧町には自治会区が25地区あり、自治会やシルバークラブ、ふれあいサロンなどの取

り組みがあり、ほぼ自治会単位で活動が行われており、17地区にて小ネット活動が活発に

行われていますが、一定数の活動者や参加者に留まっています。地域の情報発信力を強め、

参加のきっかけをつくり、誰もが参加できて顔のみえる関係づくりを勧めるために、小さ

なつながりを大切にした居場所づくりや、集まりの中からうまれる緩やかな見守りを勧め

ていきます。 

 

目指すイメージ 
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（１）地域で支え合う意識づくり 

【 重点活動 】 

活動１ 小ネット活動の組織化 活動対象 小ネット 17 地区 

内 容 
前計画時には 15 地区で小地域ネットワーク活動をされていましたが、様々な計画で
小ネット活動の重要性が謳われたり、住民同士の繋がりから活動の必要性が周知さ
れ、現在 17 地区で活動が行われています。 

方向性 
各地域の世話人会に社協ワーカーが参加し、活動の方向性や課題を一緒に考えます。 
小ネット活動を 25 自治会区に拡げていきます。 

 

 

活動２ 小ネット活動内容の充実 活動対象 小ネット 17 地区 

内 容 

小ネットではふれあいサロンや季節の行事など様々なつどいの場がありますが、そ
の情報を発信したり、キャッチすることが困難な現状があります。また、世話人不
足により活動そのものを縮小せざるを得ない地区も出てきています。 
小ネット連絡会では毎月１回代表者会議を開催しており、代表者が情報交換できる
場になっています。 

方向性 
今までと同じ活動を継続するのも大切ですが、地域の実情に合わせた活動の工夫を
社協ワーカーと一緒に考えていきます。 

 

 

活動３ 地域ミーティングの開催 活動対象 小ネット 17 地区 

内 容 

小ネット活動では毎月１回代表者が集まる会議を開催し日々の活動について話し合
う場がありますが、世話人達は他地域と日頃の活動について話す場がありません。
そこで小ネットが３地区ずつ集まり、日頃の活動やこれからの活動を話し合う場を
開催しています。 

方向性 
社協ワーカーが地域に出向き、世話人同士の意見を出し合うことで新たな活動がう
まれるきっかけとなるようにつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

New 
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活動４ 情報発信の充実 

内 容 
社協ホームページ、Facebook、Instagram を利用して地域の様々な活動をタイムリー
に掲載しています。 

方向性 
高校生や大学生の協力を得て使い方を学ぶ場を作り、活動者が自らの活動を情報発
信できるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Facebook    Instagram 
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（２）地域での交流の機会の充実 

【 重点活動 】 

活動１ 
仲間がつながりつどえる場 
づくり 

活動対象 
カフェぷらっと、学習支援事業きら
っと、ひきこもりのつどい 

内 容 
カフェぷらっとや子どもの居場所「きらっと」、ひきこもり家族・当事者のつどいな
ど同じ仲間が集い、悩みを共有できる語り合える場があります。 

方向性 
一つの場に通うだけではなく、それぞれの得意な部分を活かし、社会参加のきっか
けをつくるために他の場にも参加できるしくみを活かしながら、いつでも戻ってく
ることができて、いつでも再開できる居場所の循環を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動２ 
小さな居場所を増やし、つなげ
ていく 

活動対象 
小ネットでのサロン活動、商店での
サロン活動、自治会区でのサロン活
動 

内 容 
小ネットでは手芸や体操、おしゃべり、脳トレゲーム、マージャンなどのサロン活
動をされています。町内の商店でも絵手紙やおしゃべりサロンを開催されており、
自治会でのおしゃべりサロンなども開催されています。 

方向性 
小ネットやシルバークラブなどのサロンだけでなく、小さな居場所を拡げ、住民同
士のつながる機会や内容が充実していくようすすめていきます。 

  

 
UP 

 

 
UP 
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聞いてないわ 

帰りに 
寄ってみよう 

この前 
息子さんの車 
停まってたよ 

様子見に来て 
くれはるんやね 

○○さん元気にしてはる？ 

今日 
○○さんは？ 



     

59 

 

活動３ 
様々な活動の連携による地域
づくり 

活動対象 
30～40 代のミドル世代が多い自治
会区 

内 容 
30～40 代の世帯が多い自治会区では、共働きの子育て世代が殆どで、自治会活動も
運営が難しく、地域のつながりは大事だと思う一方で、まつりなどのイベントをし
たくても時間がなく地域のつながりをつくるために模索されています。 

方向性 
町内の様々な活動と連携することで、若い世代の活動したい思いをコーディネート
していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動４ 
小ネット同士協力しあえる 
地域づくり 

活動対象 小ネット 17 地区 

内 容 

小ネット 17 地区ある中で、それぞれの地区でサロンやイベントなどの活動をされて
いますが、世話人の高齢化により、今までと同じ活動が難しくなってきている地域
もあります。地域ミーティングをきっかけに、普段関わりがない人達が参加出来る
ことはなんだろう？という声があり、イベントを企画されています。 

方向性 
１つの地域では人手や場所の確保などが難しいところを近隣地域とコラボすること
で新たな参加をうんでいきます。 

 

  

 

 

New 

 UP 

参加して 
みようかな 
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（３）地域の見守り体制の強化 

活動１ 
さまざまな見守り、たすけあい
の活動づくり 

活動対象 
小ネット、民生児童委員、シルバー
クラブ、友愛活動、登下校の見守り 

内 容 
登下校の時間帯にサロンを開催されていたり、ラジオ体操の帰りに登校中の子ども
達に声をかけたり、一人暮らしの世帯に訪問するなど、緩やかな見守り活動が行わ
れています。 

方向性 
どこにどんな人が住んでいて、どんな状況なのかを把握することが見守り活動なの
ではなく、見守る側も見守られる側も気にかけ合うことができる見守り合いをすす
めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

葛城台コミュニティねっと 
 

月に 1回のふれあいサロンをコミュニティセンターで開催している。 

子ども達が下校する時間帯にセンターが開いているので、子どもが「何してん

の？」と声をかけてくれる。 

グリーンネット 
 

毎週ゴミ出しの日に畑に集まって

ラジオ体操をしている。 

体操が終わって帰る頃に、小学生の

子ども達が登校していてあいさつが

できる。 

写真 
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基本目標２ だれもが地域づくりに参加できるしくみづくり 

上牧町には、地域課題に関心を持ち、参加や手助けができると回答されている方がいら

っしゃいますが、自治会主催の催しやふれあいサロンなど地域活動への参加率は低迷して

いる状況です。また、子育て中の方や介護のためなどライフステージにより地域づくりへ

の関心や参画とまではいかない現状である方もいらっしゃいます。 

しかし、気心のしれた仲間達で意気投合した時に定年などのきっかけで「今まで興味の

あった活動をしてみたい！」「地域のために何かしたい！」などの思いが湧き上がってきた

ときに実現できるよう、人材育成の講座やステップアップ講座を開催したり、活動を希望

している方にマッチする活動のコーディネートすることで、住民の“何かやってみたいこ

と”をback upしていきます。また、既存の団体が継続して活動ができるよう支援していき

ます。 

 

目指すイメージ 
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（１）地域福祉を担う人材の育成と活動支 

【 重点活動 】 

活動１ やりたいことを back up 活動対象 
タウンカレッジ、認知症予防ゲーム
リーダー、ちょボラ、社協だより、
社協ホームページ 

内 容 

町内の活動者が講師となり、定期的にタウンカレッジを開催しています。個々の活
動がグループ化し、共通の話題で楽しい時間を過ごしておられます。町ボ連団体の
認知症予防ゲームリーダー活動では、定期的にリーダー養成講座を開催されていま
す。養成講座や活動の紹介など、ちょボラや社協だより、社協ホームページにて情
報発信しています。 

方向性 既存の活動や新たな活動のやりたいことを実現できるように支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ボランティア活動の推進 

【 重点活動 】 

活動１ 
ボランティアコーディネート
機能の充実 

活動対象 
子育て支援サポーター、生活支援サ
ポーター、小ネット、町ボ連、新し
い活動 

内 容 

町内には様々なボランティア活動団体があります。子どもに関わる活動がしたいと
か、定年後ちょっとしたお手伝いができる活動がしたいなど、思いに合わせた活動
をコーディネートしていますが、高齢化や後継者不足に悩まされている団体もあり
ます。 

方向性 
既存の活動とは違い、町内を活性化させたい、イベントをして盛り上げたいという
思いを持った若い世代の活動者が新しい活動につながるよう、住民の“やりたい”
を具体的な形になるように支援していきます。 

 

  

読書カフェ 
 

タウンカレッジ参加をきっかけに

「わたしの好きな本」を共通点に集ま

り、紹介しあうなど活動が拡がってい

ます。グループ内だけではなく、「本を

楽しもう」をコンセプトに住民の方々

と交流も進めています。 

 

写真 
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（３）活動者への支援充実 

【 重点活動 】 

活動１ 活動を振り返る場をつくる 活動対象 
町ボ連、小ネット、生活支援サポー
ター 

内 容 
町ボ連、小ネット、生活支援サポーターの活動者がそれぞれ月に 1 回集まり、定例
会や代表者会議などの話し合いの場があります。 

方向性 
定期的に集まり、活動の報告や課題や方向性を話し合うことで、団体同士の協力や
活動の幅を広げていくことができるように支援していきます。 
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基本目標３ 住み慣れた地域で安心して暮らせるしくみ 

づくり 

上牧町では、高齢化や地域の希薄化に一因があるのか「自分や家族の健康状態」「地震台 

風などの自然災害」「経済的な状況」への不安が大きく締めている状況です。又その悩み

や不安を友人に相談することが多いと回答されています。地域住民の困りごとが早期解決

につながるよう、地域活動者と関係機関、社協がそれぞれの強みを活かして体制整備を勧

めていきます。また、いかなる時も住み慣れた地域での生活が可能となるよう、平時から

非常時の対応について検討を進めていきます。 

 

目指すイメージ 
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（１）住民の困りごとを解決につなげる相談支援体制の充実 

【 重点活動 】 

活動１ 
気づきをつなげるしくみの 
構築 

活動対象 
気になる会議、小ネット世話人会、
各地域の活動への参加、名前のない
気になる会議 

内 容 

地域で生きづらさを感じている人を活動者はよく知っておられます。「会議」を開催
するとなると参加しにくい中、世話人会やサロンでの井戸端会議が自然と見守りに
なっています。ゴミ出しの手伝いやちょっとした送迎など、制度やサービスではな
いもともとあった自然なたすけあいが地域の中で行われています。 

方向性 

地域のあらゆる場に参加することで、気になっていることや人について住民同士が
話し、専門職が加わることで必要な機関へつなげ、相談し合える体制を作っていき
ます。生きづらさを抱えた人の立場に寄り添って、理解しようとする態度を育む福
祉教育をすすめていきます。 

 

 

（２）様々な困難を抱える人の支援(生活困窮、ひきこもり) 

【 重点活動 】 

活動１ 
ひきこもり家族・当事者のつど
いの開催 

活動対象 ひきこもり当事者とその家族 

内 容 

悩みをどこに相談していいかも分からない、相談することや居場所に参加すること
へも勇気が出ず、相談窓口に到達するまでに相当な時間がかかります。また、つど
いに参加しても社会参加までには至らず長期化している現状があります。当事者が
本来できていたであろう経験や体験をし直すための取組が生活経験の貧困化を防い
でいます。 
同じ悩みを抱えた人同士が語り合うことで少しでも元気になってもらうことを目的
としています。 

方向性 

他者と過ごすことや当事者同士で話をすることで自分達の居場所として、いつ来て
もいい、いつ休んでもいい場を作っていきます。 
自分達が社会とつながりたいという思いに寄り添い、スモールステップからリスタ
ートしていけるように伴走していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム⑩ 
 

季節に応じた行事を行っています。春はお

花見、夏はお祭りや花火、秋は運動、冬は飲み

会など、経験のリトライをしています。 写真 
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（３）あらゆる虐待防止と権利擁護の推進 

【 重点活動 】 

活動１ その地域で暮らしきる権利を守る 

内 容 

家族間で希薄化している中で、判断能力の低下や身寄りの無い人達が増えてきてい
ます。地域で安心して暮らし続けられるように、包括的に支援していく必要があり
ます。 
また、精神デイケア利用者がサロンに参加し地域の人達と過ごす機会があります。 

方向性 

社会とつながることが困難な人達も孤立せず地域で暮らしきる権利があり、一人ひ
とりが誰かとつながる機会を作っていきます。 
身寄りのない人達への支援について、情報収集を図りながら包括的に支援していけ
るように検討していきます。 
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（４）生活支援体制の充実 

【 重点活動 】 

活動１ 
住民のたすけあいによる生活
支援活動の推進 

活動対象 生活支援サポーター 

内 容 
住民のちょっとした困りごとをお手伝いする住民同士のたすけあいのしくみです。
社協の SC が希望者とボランティアをつなげるコーディネートをしています。 

方向性 

たすけてほしい人がたすけたい人にお願いする、ちょっとしたボランティア活動の
目的を大事にしていきます。 
移動支援というしくみはありませんが、地域の中で住民同士の乗り合わせが自然と
できています。自治会区内での移動のお手伝いやちょっとしたたすけあい活動も大
事にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活支援サポーターたすけ愛 活動の様子 
 

 

写真 写真 

 
 

 



     

68 

 

（５）地域ぐるみの防犯・防災の推進 

【 重点活動 】 

活動１ 災害対応訓練 活動対象 

災害ボランティアセンター設置運
営訓練、災害ボランティアセンター
設置・運営、災害ボランティアセン
ター運営スタッフ養成研修の開催 

内 容 

災害時は多くの住民が、誰に相談し、どのように解決すればいいのか分からなくな
り、孤立する人が平常時よりも多くなります。平常時から住民同士で気にかけあう
つながりを持たれているので、生活再建のためのボランティアセンターを設置運営
する際には社協職員だけではなく、住民と共に運営していく必要があります。いつ
起こるか分からない災害のために定期的に住民と一緒に対応訓練を行っています。 
・平成 26 年 上牧町災害ボランティアセンター設置等に関する協定書締結 
・令和３年  法隆寺 JC と協力体制協定書締結 
・令和４年  北葛城郡内社会福祉協議会災害時相互支援協定書締結 
・令和５年  災害時における管理機材の賃借に関する協定書締結 

方向性 

災害時においては、町の協定に基づき、災害ボランティアセンターを設置し、町内
外からのボランティアを受け入れ、支援の調整を行います。 
日本各地で災害が大きくなり、頻繁に発生しています。 
大規模災害となると、上牧町だけでは対応できなくなります。そこで北葛城郡 4 町
(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)にて一緒に支援していくために、災害ボランテ
ィアセンター合同設置に向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

  

コラム 
 

北葛城郡における災害対応の一体化に向けて、４町で一緒に支援していくために 

協議を重ねています。 

 

 

写真 
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１ 計画の周知・啓発  

地域福祉を推進するためには、行政のみならず、地域に関わるすべての主体が協力し、

協働して取り組むことが極めて重要です。そのため、本計画で定めた基本理念やそれぞれ

の役割、考え方を住民の皆様に広く周知し、地域における主体的な福祉活動への参加を促

進します。具体的な周知方法としては、広報紙や町のホームページなどを積極的に活用し、

住民の皆様の地域福祉に対する関心と意識を高めるための啓発活動を継続的に行います。 

 

２ 計画の点検・評価  

本計画の実効性を確保し、着実に推進するために、PDCAサイクル（計画・実行・評価・

改善）に基づいた進捗管理を行います。この際、町の関係部局や社会福祉協議会と連携を

図りながら行います。また、本計画は町の総合計画における地域福祉分野を具体化する基

本計画としての性格を持つため、他の関連計画の推進や見直しにあたっても、地域福祉の

理念がより効果的に展開されるよう整合性を図りながら進めていきます。 

 

【PDCAサイクルのイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 ６ 章 
計画の推進 

 

 

計画の策定 

 

事業内容の改善・見直し 

計画 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実行 評価  

施策・事業の実施状況、 

の把握 

 

施策・事業の実施 
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３ 連携・協働による計画の推進 

本計画の推進においては、町と社会福祉協議会が中心的な役割を担いつつ、地域住民、

自治会、福祉関係団体、NPO、ボランティア、民間事業者等の多様な主体との協働を強化し

ます。地域福祉の課題は、保健、医療、教育、労働、まちづくりなど多岐にわたるため、

庁内の関係部署間で情報を共有し、組織横断的な解決を目指す体制を整えます。 

特に、複雑化・複合化した支援ニーズに対応するためには、困りごとを抱える人が地域

で潜在化しないよう、住民同士の協力による「発見・気づき」の機能を高めることが重要

です。地域住民が日々の暮らしの中で感じる“気になること”を共有し、早期発見・早期

対応につなげるための話し合いの場（気になる会議）などを活用しながら、予防的な支援

や住民主体の見守り活動を推進します。こうした地域での気づきを、専門職や関係機関へ

とつなぐコーディネート機能を適切に運用することで、住民に身近な地域での支援体制を

充実させていくことが必要です。 

さらに、これらの地域活動をバックアップするしくみとして、行政の各部局をはじめ、

保健福祉センター、地域包括支援センター、こども家庭センター、さらには警察や消防、

医療機関などの多種多様な機関が連携・協働する「町の包括的な相談支援体制」を強化し

ます。制度の枠組みを超えた困難な生活課題に対しては、庁内関係課や社会福祉協議会が

参画する「庁内検討会議」等を効果的に活用し、関係機関のネットワークを最大限に活か

した重層的・包括的な支援を推進します。 
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連携

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

【社会福祉協議会】

住民とともに支える
体制整備

住民による課題解決を
話し合う場

住民主体の活動
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【包括的な支援体制のイメージ】 
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